浄化槽設置整備費補助金に係る提出書類・添付書類

1． 補助金交付申請書（様式第１号）
1 浄化槽設置届書または浄化槽仕様書の写し
2 設置場所の案内図
3 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書
4 浄化槽工事業者のかし担保に関する誓約書（注１）
5 浄化槽認定シート
6 登録証の写し
7 登録浄化槽管理表（C票）
8 浄化槽工事請負契約書の写し
9 保証登録証
10 小規模合併処理浄化槽施工技術特別講習会修了証の写し
11 浄化槽工事見積書
12 宅内配管工事見積書（宅内配管工事の加算を受ける場合）

2． 実績報告書（様式第５号）
1 浄化槽保守点検業者との委託契約書の写し（注２）
2 浄化槽清掃業者との委託契約書の写し（注２）
3 浄化槽検査申込書の写し（浄化槽法第７条検査）
4 工事写真（注３）【転換を伴う場合は、転換状況を示す工事写真を含む】（注４）
5 浄化槽使用廃止届出書
6 浄化槽工事チェックリスト
7 単独浄化槽等を撤去する場合にあっては、産業廃棄物処理委託契約書又はマニフェスト伝票の写し（注５）
8 宅内配管工事に要した費用の領収書の写し及び当該工事写真（宅内配管工事の加算を受ける場合）

3． 補助金交付請求書（様式第７号）
1 振込先金融機関名、預金種別、口座番号、名義人を記す



７条検査申込書の原本は、下記へ郵送してください。
〒３７１－００２６　群馬県前橋市大手町３－９－１６
（財）群馬県環境検査事業団


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※裏面に注意事項を記載しております。
注１　浄化槽工事請負契約書の写しに瑕疵担保条項がある場合は不用。
注２　補助対象者が①又は②の契約書中で浄化槽法第１１条検査を委託していること。
注３　別紙資料のとおりとする。（提出部数：１部）
注４　転換に係る工事写真は、下記のとおりとする。
1 単独浄化槽を撤去する場合にあっては、既設単独浄化槽等の埋設状況、撤去後の状況、撤去物を積載した運搬車両（登録ナンバー、産業廃棄物収集運搬業者の会社名、許可番号等の車体表示）を確認できるものとする。
2 雨水貯留槽等に転換する場合にあっては、単独浄化槽の埋設状況及び改造後の状況を確認できるものとする。
注５　産業廃棄物処理委託契約書、マニフェスト伝票とは下記のとおりとする。
1 産業廃棄物処理委託契約書（各都道府県が発行する許可書の写しを添付）とは、許可の内容（有効期限、廃棄物の種類、収集運搬業者にあっては積み込み及び処分場所在地の都道府県知事発行）を確認できるものとする。
2 マニフェスト伝票とは、B２（A票以外なら他の帳票で可）の写しにより、処分担当者の氏名及び受領年月、その他の内容（排出者、排出場所、廃棄物の種類、数量、運搬受託者、運搬担当者氏名及び運搬終了年月日等）を確認できるものとする。


